
 

 

 

 

 

 

日産スタジアム（横浜国際総合競技場）場内売店における賞味期限切れ飲料商品の販売について 

 

 令和７年５月 25 日（日）J リーグ 横浜 F・マリノス 対 鹿島アントラーズ開催時の午後２時 00 分頃、日

産スタジアム（横浜国際総合競技場）場内売店にて賞味期限切れの飲料水ペットボトルをお客様に誤って販

売したことが判明しました。なお、当該品を購入されたお客様は現在不明であり確認を進めています。 

 

１ 賞味期限切れ飲料商品を販売した人数および数量 

  お客様１名に飲料水ペットボトル２本を販売しました。 

 

２ 発生日時 

  令和７年５月 25日（日）午後２時 00分頃 

 

３ 誤って販売した場所 

日産スタジアム（横浜国際総合競技場）４階コンコース西 ４０１売店 屋号「とんぱた亭」 

所在地：横浜市港北区小机町 3300 

 

４ 誤って販売した商品名と個数 

  南アルプスの天然水 550ml ペットボトル ２本（賞味期限：2025年４月の飲料） 

 

５ 経過 

午後２時 20分頃 店舗責任者が誤って販売したことを発見し、日産スタジアム事業部営業課へ報告を 

         入れる。同営業課にて責任者と面会し事情聴取。誤って販売した商品は、当該商品 

２本のみであること及び購入者を特定できていないことを確認。 

午後３時 00分頃 主催者へ事案共有 

午後５時 00分頃 横浜 F・マリノス及び日産スタジアムのホームページにて、当該事案を公表し、現 

                 在、購入されたお客様からのご連絡をお待ちしている状況。 

 

６ 原因 

販売商品の検品（特に賞味期限商品管理）及び従業員教育の不徹底 

 

７ 再発防止策 

  当該売店を含む場内売店全店舗に対して、販売品の検品及び従業員への再教育を徹底するよう指導して

まいります。 

 

８ その他 

当日は午後２時より J リーグ公式戦が開催されました。 

対戦カード：横浜 F・マリノス ｖｓ 鹿島アントラーズ （観客数：３２,４４３名） 

主催者：J リーグ・一般社団法人横浜サッカー協会 
 

 

お問い合わせ先 

（指定管理者）公益財団法人 横浜市スポーツ協会 公園管理局 事業部長 甲斐啓太 TEL 045-477-5006 

記 者 発 表 資 料 

令 和 7 年 5 月 2 6 日 
新横浜公園指定管理者代表団体 
横浜市スポーツ協会公園管理局 


